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本マニュアルにおける用語について

解　　　説マニュアルで使用する表記

ハートビル法・条例

バリアフリー法

政令

告示

建築物バリアフリー条例

オストメイト対応設備

視覚障害者誘導用ブロック

ピクトグラム

授乳室

おむつ交換場所

乳幼児用椅子

乳幼児用おむつ交換台

「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する

法律」及びその委任を受けて横浜市で制定していた条例のこと。

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」のこと。

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令」のこと。

「政令に基づき国土交通大臣が定めた告示」のこと。

「横浜市高齢者、障害者等が円滑に利用できる建築物に関する条例」のこと。

人工肛門や人工膀胱の排泄口を増設した人を「オストメイト」と言う。「オス

トメイト対応設備」とは、パウチ（排泄物をためておく袋）等を洗浄するため

の水洗器具（汚物流し、水栓やボタンなど）や紙巻器、汚

物入れなどの設備のこと。

「点状ブロック」及び「線状ブロック」をまとめた総称。

案内設備等で利用する「絵文字」のこと。

「授乳ができる場所」のこと。

「おむつ交換ができる場所」のこと。

「乳幼児をすわらせることができる設備」のこと。

「乳幼児のおむつ交換をすることができる設備」のこと。

「車椅子」、「籠」及び「蓋」は常用漢字になっていますが、本マニュアルにおいては、「車いす」「かご」
「ふた」と表記することとします。

＜表記の統一＞

＜用語の定義＞
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